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平成３０年度 杉並区監査方針 

平成30年2月26日 

監 査 委 員 決 定 

 

１ 監査の基本方針 

わが国の経済は、政府の平成30年度の経済見通しによれば、海外経済の回復が続

く下、雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が更に進展する中で、民需を中

心とした景気回復が見込まれるとしつつも、海外経済の不確実性、金融資本市場の

変動の影響等に留意する必要があるとされる。事実、この2月、米国で長期金利が

上昇したことに端を発する世界同時株安の局面が生じるなど、先行きの不透明さは

払拭できない状況にある。 

こうした状況を受け、平成30年度の区財政においては、区民税、配当割交付金や

株式等譲渡所得割交付金などについては一定の増加が見込まれているが、地方消費

税交付金については、清算基準の見直しにより大幅な減収が見込まれるほか、歳出

は着実に増加するなど、厳しい財政状況が見込まれている。 

区は、平成30年度一般会計の当初予算(案) 編成に当たり、喫緊の課題への的確

な対応を図り、財政の健全性の確保に努めるとともに、総合計画の改定を見据えて、

基本構想で設定した５つの目標を着実に推進するために、実行計画等の取組に要す

る経費を予算に計上している。予算規模は、前年度と比べて1.1％増の1,799億円余

となっている。 

少子高齢化が急速に進行する中で持続的に区民福祉の向上を図っていくため、平

成28年11月に改定した実行計画や行財政改革推進計画、区立施設再編整備計画等を

着実に推進し、保育園の待機児対策や要介護高齢者の増加への対応など、様々な分

野において、いっそう計画的・効率的な行政執行に努め、基本構想の実現に向けた

取組と持続可能な財政運営を両立させていくことが区には求められる。 

こうした状況を踏まえ、平成30年度の監査は、公正、かつ、効率的な行財政運営

の確保に資するため、次の点を基本に効果的に実施する。 

（１）事務事業について、合規性、経済性、効率性、有効性の観点から検証し、必

要に応じて事務や事業の改善を求める。 

（２）指摘等に対する改善状況を適切に把握し、必要があれば更なる改善を求める

とともに、改善も含めた業務の引継ぎが確実に行われているかなどを確認し、

監査の実効性を高める。 

（３）区政の透明性と信頼性を高めるため、監査結果等の情報は、速やかに区民に

公表する。 

 

２ 各監査の方針 

各監査は次の方針により実施する。実施に当たっては、各監査の実施計画を別途

定める。 
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（１）定期監査 

平成29年度及び平成30年度の監査実施当日までに執行された事務事業に対す

る基本的な監査として、収入・支出、契約及び財産管理等の財務事務が法令等

に適合し、適正に執行されているかに主眼を置くとともに、事務事業が事業目

的の達成に向け経済的、効率的、効果的に行われているかに留意して実施する。 

実施に当たっては、重点事項を設定する。 

対象は、庁内全部局及び事務事業の執行状況を勘案して抽出した庁外施設と

する。 

 

（２）工事監査 

平成30年度執行の工事について、工事規模等を勘案して抽出し、技術的及び

事務的観点から計画、設計、積算、契約、施工等の工程が適法かつ適正に行わ

れているかに主眼を置き実施する。 

監査を効果的に実施するために、専門技術的な事項については外部の専門機

関に技術調査を委託する。 

 

（３）行政監査 

区の事務事業の中から監査テーマを選定し、その事務事業が経済的、効率的、

効果的に行われているかに主眼を置き実施する。 

なお、テーマの選定に当たっては、過去の監査結果、事務事業の執行状況、

社会情勢等を十分に考慮する。 

 

（４）財政援助団体等監査     

平成29年度における補助金等交付団体、出資団体及び指定管理者（以下「財

政援助団体等」という。）の中から、補助金等の金額、事業の内容、施設の規

模や目的等を勘案して対象を抽出し、以下の観点に主眼を置き実施する。 

（ア）補助金等交付団体監査  

   区が補助金等を交付した団体について、経費の使途が適法かつ適正であ

るか、事業が補助目的や交付規程に沿って適切かつ効果的に執行されてい

るか等の観点から監査する。    

（イ）出資団体監査   

区が出資等を行っている出資団体について、事業運営や会計経理が出資

等の目的や約款等に沿って適切に執行されているか等の観点から監査する。 

（ウ）指定管理者監査   

区立施設の指定管理者について、施設の設置目的に基づいた管理運営や

経理の業務等が区との協定書に沿って適正に執行されているか等の観点か

ら監査する。 

また、監査を効果的に実施するために、監査実施団体のうち、一部の団体に

ついては公認会計士による調査を行い、その結果を踏まえた監査を実施する。 

併せて、所管部局に対しては、補助金交付規定等の整備、補助金等の交付手

続及び指定管理者の指定手続が適正か、財政援助団体等への指導監督が適切に

行われているか等の観点から監査する。 
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（５）決算等審査 

区長からの付託を受け、平成29年度の各会計歳入歳出決算、基金の運用状況

について、以下の観点に主眼を置き実施する。 

（ア）決算審査    

一般会計及び特別会計の決算計数が正確なものになっているか、予算

執行や財産管理が適正に行われているか等の観点から審査する。 

また、財政状況を正確に把握し、財政運営が健全なものになっているか

を判断するために、財政指標にも着目して審査する。 

（イ）基金運用状況審査     

基金運用状況報告の計数が正確なものになっているか、基金の運用及び

管理が適正に行われているか等の観点から審査する。 

 

（６）健全化判断比率審査   

区長からの付託を受け、健全化判断比率及び算定の基礎となる附属資料は適正

かに主眼を置き実施する。 

 

（７）例月出納検査 

各会計の現金及び歳入歳出外現金の出納を対象として、収入支出に関わる記録、

証拠書類等から毎月の計数が正確なものになっているか、現金や証書類の保管

が適切にされているかに主眼を置き実施する。併せて、財政収支の動向や資金

の運用状況等を把握する。 

 

（８）随時監査 

財務に関する事務の執行等に誤謬や不正が発生する恐れがある場合又は新た

な検証を要する場合に、当該事務等について合規性、経済性、効率性、有効性

等の観点に留意して実施する。 

 

（９）住民監査請求による監査等 

住民の請求、区長や議会の要求による監査は、請求等に応じて的確に実施する。 

 

３ 監査の期間 

監査期間は、４月から出納整理期間が終了する翌年５月までとし、各監査の期間

は次のとおりとする。 
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政策経営部

総務部・会計管理室

区民生活部

保健福祉部

都市整備部

環境部

教育委員会事務局
（学校を含む。）

行政委員会事務局等

※随時監査は必要と認めたときに、住民監査請求による監査等は請求等に応じて実施する。

※例月出納検査は、原則として毎月22日(事務局）及び28日(監査委員）に実施する。

例　月　出　納　検　査

行　　政　　監　　査

財政援助団体等 監 査

工　　事　　監　　査

定
期
監
査

5月12月 1月 2月 3月

決算・健全化判断比率等審査

6月 11月 4月7月5月監査種別 及び 対象 4月 8月 9月 10月

 


